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太田市の行政運営の　　 
　　　　システムに学ぶ 
～行政評価システムとＩＳＯを　　　 
　連動させたマネジメントシステム～ 

第２回講演（８月21日実施） 
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１．規格の分類

ＩＳＯ規格を説明する前に、規格・標準とは

どのようなものなのかを整理したいと思います。

内容の観点からの規格の分類があります。１つ

は製品規格で、製品ごとに「こういうものはこ

ういう規格に基づいて作る」という規格です。

それからＩＳＯ9000やＩＳＯ14050等のように

用語又は定義を規定したもので、関連の規格に

使われている用語は、「こういうことを意味す

る」など用語又は定義を定めている規格です。

また試験方法や検査方法を定めている規格、通

則ともいわれる方法規格などがあります。

皆さんが最近ＩＳＯという言葉を耳にされて

いるのは、実はシステム規格のことです。先に

述べた製品規格や用語規格及び方法規格では

なく、システムを定める規格が新しく生まれ

ました。それがＩＳＯ9001品質マネジメントシ

ステムや、ＩＳＯ14001環境マネジメントシス

テムの規格などです。

次に策定されたレベル（地位）の観点から見

ていきますと、社内規格、同業者や業界による

団体規格、国のレベルで策定、日本の場合は

ＪＩＳやＪＡＳという国家規格があります。次

がいわゆる地域規格です。例えばＥＮ規格は、

ＥＣ、ＥＵというかたちに切り替わってきてい

ますが、こうした国を越えた地域での規格です。

ＩＳＯの規格は、グローバルスタンダードと

よばれる国際規格です。社内規格が通用するの

「自治体におけるＩＳＯの活用」 

7日本品質保証機構ＩＳＯ業務本部本部長補佐　　　　 

眞　先　邦　二 さん 

第１部 

は社内だけですし、団体規格も業界団体だけで

す。また国家規格は、その国でしか通用しませ

ん。そうした観点から見ますと、これは世界に

通用する規格なのです。

策定の観点でもう１つお話しできるのは、

ＩＳＯ規格、ＪＩＳ規格、ＢＳ規格などのデジ

ュール標準と、デファクト標準という位置づけ

です。「プロジェクトＸ」などでご存じかと思

いますが、ビデオデッキの分野でベータ方式と

ＶＨＳ方式が競争し、ベータが撤退してＶＨＳ

が生き残りました。携帯電話規格ではＧＳＭが

あるのですが、これらは事実上の国際的な標準、

デファクト標準という位置づけで扱われていま

す。

順守するという観点からでは、強制規格と任

意規格があります。強制規格は法律等で決めら

れている規格で、今回のＩＳＯ規格やＪＩＳ規

格は任意規格です。ただ、誤解のないようにし

ていただきたいのは、色々な法律の中で、それ

を証明するために測定方法等にＪＩＳを引用し

ている場合には、そのＪＩＳ規格は強制規格の

扱いになるということです。ＪＩＳは日本の標

準化法で定められている規格だからです。しか

し、ＩＳＯ規格はＪＩＳ規格のように法規制等

には使えない規格であることを知っておいて下

さい。
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２．変わる国際標準規格と経営革新

ＩＳＯについて、日本では、「イソ」「アイソ」

「アイエスオー」といろいろなよび方をしてお

り、どれもまちがいではありません。ただ、ね

じ業界がいち早く「イソ（ＩＳＯ）ネジ」と言

っているので、日本の中では「イソ」という言

葉が一番早く普及しました。

正式にはＩＳＯ規格は、スイス民法に基づく

民間の組織【国際標準化機構】が発行する国際

的な標準規格を意味しています。日本品質保証

機構（Japan Quality Assurance Organization）

は略称ＪＱＡですが、国際標準化機構は

International Organization for Standardization

で、この頭文字を取るとＩＯＳになってしまい

ます。しかし規格はＩＳＯです。私も詳しくは

知りませんが、よくIsotope（アイソトープ：同

位元素）やIsobar（アイソバール：等圧線）と

いう言葉をお聞きになると思いますが、ギリシ

ャ語でＩＳＯＳ（アイソス）「等しい、同位、

同じ」という言葉があるそうです。世界共通の

物差しになる規格を作るのだということで、

ＩとＯとＳを使っているので、ギリシャ語の

語源に近いＩＳＯにしようと決められたようで

す。国際標準化機構の略称がＩＳＯだと言われ

る方がありますが、本当はまちがいです。

少しデータが古いのですが、1998年１月の加

盟国は128か国、現在では、135か国位に増えて

いると思います。日本も1952年、閣議了解の下

で日本工業標準調査会（ＪＩＳＣ）が日本を代

表して参加しています。

従来の規格は、製品や原料、製造方法、試験

方法などを統一する規格で、世界共通の物差し

を作るということで生まれてきました。この規

格の対象を経営マネジメントシステムに拡大し

たのが、実は1987年に誕生したＩＳＯ9000シリ

ーズです。このとき、日本語訳では「品質管理

及び品質保証の規格」といわれました。この国

際標準規格が企業活動の基本ルールの位置づけ

に関与するようになってきたのですが、この変

化が起こった理由は、経営革新（リストラクチ

ャリング、リエンジニアリング）の流れと無縁

ではないといわれています。すなわちリエンジ

ニアリングにおける企業トップのリーダーシッ

プ・チームワーク・顧客志向・経費削減・ダウ

ンサイジングなどの手法に、品質システムが目

指す内容と多くの一致点を見出しています。実

際に米国の企業では、品質システムをリエンジ

ニアリングの手法と位置づけて取り組んでいる

という事実があります。

３．ＩＳＯ取得を求められる基本的事情

組織・仕組み（マネジメントシステム）が

規格化されたということですが、1987年に生

まれたＩＳＯ9000シリーズは、イギリスの規格

であるＢＳ5750を原案として、世界の専門家が

集まって検討したものです。ＩＳＯ14001は

1996年９月に発行されていますが、これもＢＳ

7750が原案になっています。最近では、経済産

業省も積極的に参画してＪＩＳ規格を原案にし

ようという動きが出ていますが、ＩＳＯ規格で

日本のＪＩＳ規格が原案になったものは、今の

ところありません。

こうした規格が生まれてくると同時に、1990

年に旧ソ連経済の崩壊により、世界は資本市場

原理に基づく単一市場化し、経済運営面ではボ

ーダーレス化が進み、地域の壁がなくなってき

ました。特にＥＵなどはユーロ貨幣に一本化す

るなど、いろいろな単一市場化の動きが進展し

ました。また、1995年には「貿易の技術的障害

に関する協定（ＷＴＯ／ＴＢＴ協定）」が結ば
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れ、これに基づいて日本でもＪＩＳ規格のＩ

ＳＯ規格への整合化が開始されています。それ

と同時に、1995年に「規制緩和推進計画」が打

ち出されました。こうした協定の下で、いろい

ろな貿易障壁を全部取り払っていくという動き

が始まりました。

これらは製品品質的な商取引の部分ですが、

環境の分野では、1972年に国連人間環境会議で

「人間環境宣言」が採択されています。この

1972年６月の会議には当時の大石武一環境庁長

官が日本から初めて参加、これを記念し日本で

は、その後毎年６月を環境月間として定められ

たのです。20年後の1992年にはＵＮＣＥＤ（環

境と開発に関する国連会議・地球サミット）の

中で、「リオ宣言」と「アジェンダ21」が採択

されています。そして世界的な合意の下、「持

続可能な開発（発展）」という言葉で取り組ま

れているところです。

日本におけるＩＳＯ14001の位置づけは、環

境庁長官名の告示にも出ています（環境庁告示

第78号、平成８年11月26日）。その要旨は、「国

際標準化機構（ＩＳＯ）の環境マネジメントシ

ステムに関する国際規格が発行されたので告示

する。ＩＳＯ14001及び14004が平成８年９月

１日に、10月１日にはＩＳＯ14010、14011、

14012が発行された。環境基本計画第３部第３

章第１節において、事業者が環境管理を自主的

に進めるうえで、その検討状況を踏まえること

とされたものである。なお、この規格は翻訳さ

れ、工業標準化法に基づき、ＪＩＳＱ14001～

14012として制定されている」というものです。

環境基本計画には、先程の地球サミット「リ

オ宣言」「アジェンダ21」を受け、日本の国と

して地球環境保全への活動を具体的に推進させ

る計画が出されています。その一環として、事

業者が自主的な環境管理を進めるうえにおいて、

このＩＳＯ14001等、日本においては日本語版

のＪＩＳＱ14001等をうまく活用してください

という告示になっています。

４．マネジメントシステム規格の現状と今後

ＩＳＯ9001、ＩＳＯ14001といったシステム

規格は皆さんご存じだと思いますが、その他検

討されているものに、労働災害防止のための労

働安全衛生マネジメントシステムがあります。

これはコンソーシアムの中で作成した「ＯＨＳ

ＡＳ18001」で、今、世界各国の産業界で取り

組みが始まっています。労働安全に関しては、

国際的な労働機関ＩＬＯがありますが、二重行

政にならないように調和を考え、ＩＳＯとＩＬＯ

が協同で検討がなされています。

また、ここ２～３年世の中を騒がせています

が、「ＨＡＣＣＰ」という総合衛生管理の規格

があります。これは食品製造の衛生管理システ

ムで、2003年末にはＩＳＯ20543として発行さ

れる予定で、技術専門委員会で検討されていま

す。

それと同時に、情報化社会における情報セキ

ュリティ対策という意味で、情報セキュリテ

ィ・マネジメントシステムの規格があります。

これは日本国内においてはＩＳＭＳといってい

ますが、国際的にはＩＳＯ／ＩＥＣ17799、イ

ギリスの規格でＢＳ7799のpart１、part２も順

次発行されています。

個人情報漏洩管理という目的では、個人情報

保護マネジメントシステムがあります。冒頭に

出てきたＪＩＳＱ15001は、個人情報保護に関

するコンプライアンス・プログラムの要求事項

を、1999年にＪＩＳで制定したもので、原案と

して扱ってもらうように日本がＩＳＯに強く働
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きかけています。日本はリスクマネジメント・

システム（リスクの最小化管理）もＪＩＳを制

定し、ＩＳＯに原案として取り上げるよう働き

かけています。それ以外に、財務会計の統一し

た管理ということで、財務マネジメントシステ

ムもＩＳＯで検討されているなど、いろいろな

マネジメントシステムが検討されています。

ただ、将来的にはいくつものシステムが、企

業や自治体の中で存在することは考えられませ

ん。いずれは統合マネジメントシステムの中で、

あらゆる要素を全部抱き込むかたちに推移して

いくことは、まちがいないとお考えいただきた

いと思います。

マネジメントシステムの導入によって、現在

皆さんがやっておられる日々の活動とは全く別

のものを動かすという考え方ではなく、今やっ

ておられることをマネジメントシステムに乗せ

てしまうという考え方、そういうシステム作り

が非常に重要になってきます。

５．審査登録制度について

認証取得、登録制度という言葉があります。

実は「適合性評価を受けた」というのが本当の

言葉で、「認証を取得した」という言葉は公式

には使えないのですが、日本国内では後者が使

われています。

審査登録制度というのは、公平性・透明性を

明らかにする手法として、ヨーロッパで生まれ

てきた制度です。このスキームはヨーロッパの

一部を除き、諸外国も共通です。現在、途上国

でも、これに合わせて制度を整備しているとこ

ろもあります。登録制度のスキームは、国際的

に整合性を取り、信頼性を確保することにあり

ます。また、審査登録制度を適切に機能させる

ために、３つの機関を認定し、国内はもとより

世界においても整合性を取るという考え方があ

ります。審査員研修機関、審査員評価登録機関、

そして私どものような審査登録機関の３つの機

関が認定機関から認定を受けるということにな

ります。

ＩＳＯ9000シリーズやＩＳＯ14001の場合は、

日本適合性認定協会（ＪＡＢ）があります。審

査員になろうとする方は、審査員研修機関で一

定の研修を受けていただき、試験に合格して初

めて審査員補になります。審査員補は、審査機

関の審査チームでトレーナーから、一定の教育

訓練を受け、トレーナーからの推薦を評価登録

機関に提出して、評価を受けます。そこで審査

員としての活動を認められて初めて、審査員に

なれるのです。審査登録機関の審査員は審査チ

ームの中に入り、審査を依頼される企業・工場

等で活動します。チームリーダー（主任審査員）

になる場合も、同じ考え方で教育訓練・評価を

受け、ステップアップしていくことになります。

これは世界各国共通です。

認定機関どうしでは、国際認定機関フォーラ

ム（ＩＡＦ）で、世界的な整合性を取っていく

活動をしています。またＪＱＡの場合には、

ＩＱ－Netという審査登録機関ネットワークの

メンバーとして活動しています。これは主要各

国を代表する実績のある公的第三者機関の寄り



35

集まりで、現在28機関が審査内容の整合性を取

るために議論し、また規格で時代にそぐわない

ものがあればＩＳＯやＩＡＦへ提案するなど、

いろいろな活動をして世界の整合性を取ってい

ます。

６．自治体及び関連組織における認証取得状況

自治体の認証取得を見てみると、ＩＳＯ9001

の場合、現在26件です。今日お話しいただく太

田市役所がトップで、99年３月１日に認証をお

取りになっています。ＩＳＯ14001については、

現在378件です。自治体と関連組織ということ

で、業種分類の区分帯の違うところで、もっと

数があるかもしれません。大阪府内の自治体で

は、大阪府がトップで99年２月23日に登録され

ております。

太田市役所は、2002年３月15日にはＩＳＯ

14001も取得し、ＩＳＯ14001とＩＳＯ9001の両

方を取得している数少ない自治体の一つです。

７．自治体のＩＳＯマネジメントシステム導入

での期待

自治体の導入での期待は、やはり行政サービ

スです。行政サービスの確保と向上に役立つこ

とへの期待。組織のマネジメント（品質・環境）

の姿が地域住民等によく見えることへの期待。

地域住民や事業者の目が自治体の組織に注がれ、

協働の基盤ができることへの期待。分権体制の

確立に向けて組織体制の整備が進められること

への期待。組織内の連携の基盤となる職員の意

識改革が進められることへの期待。組織内部に

自己決定、自己責任の客観的な組織運営の芽が

育つことへの期待。特にこの辺は、どうしても

縦割りで動いてきた役所で、横断的な活動、つ

まり横串が通る活動をＩＳＯ9001もＩＳＯ

14001も展開できるという点で、大きな体制整

備や意識改革があります。またＰＤＣＡ

（Plan・Do・Check・Action）をうまく運用す

るということ、Plan・Doは非常に得意なところ

ですが、Check・Actionの部分が非常に弱いた

め、その辺がうまく育つのではないかと思いま

す。

また、経費節減につながることへの期待。市

町村合併などのツールとして活用できることへ

の期待があります。特に滋賀県あたりはそうい

うことを推進されており、合併までの協議会の

段階で、共通のマネジメントシステムを導入し、

うまく合併につなげていくという考え方もあり

ます。さらに、特長のあるまちづくりへの期待

もあります。

８．自治体のＩＳＯマネジメントシステム導入

での課題

先に述べた期待と同時に課題もあります。ま

ず、システム構築と運用のコンセプトを明確に

するということ、即ち、経営の原則とアクショ

ンプラン、そして、システム運用の体制が確立

され、維持されることの保証が必要だというこ

と、即ち、体制と経営資源です。また、マネジ

メントレベルとオペレーションレベルのパフォ

ーマンスを明確にすること、分権自治体の経営

戦略となるシステムの継続的改善の展開が必要

となってくること、プロセスアプローチとシス

テムアプローチ、これらが導入の中で課題とし

て出てきます。いかにこれらのことを皆さんの

中で理解していただき、運用していただくかと

いうところが大変重要になります。

９．行政経営システムの継続的改善

参考までに、行政経営システムの継続的改善
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に関して環境の事例を図で示していますが、こ

れは住民への行政サービスの提供に置き換えて

いただいても結構です。いずれにしろ、総合計

画、基本計画に基づいて、実行計画・施策がで

き、事業の実施になります。それと同時にいろ

いろな行政評価システムとつなげて、経営者、

いわゆる首長の責任で、行政評価システムの継

続的改善で新しいプランを出していただき、活

動を展開していくということになります。具体

的にはこの図のような活動になります。

10．ＩＳＯマネジメントの８原則

品質も環境も基本的には、ＩＳＯマネジメン

トの８原則が根底にあります。このことから自

治体の方がシステム作りを考えられるときには、

この８原則を考慮しながらシステム構築し、運

用していただくことが大切だと思います。

ＩＳＯマネジメントの８原則は、①顧客満足

②リーダーシップ　③全員参加　④プロセスア

プローチ　⑤システムアプローチ　⑥継続的

改善　⑦事実に基づく意志決定のアプローチ

⑧相互に便益をもたらす供給者との関係（互恵

関係）です。

11．審査工数と費用について

審査工数と費用について、ＩＳＯ9001の場合

を参考として示しておきます。対象職員数の区

分帯によって、登録審査工数が決められていま

す。これはＩＡＦのガイドが出ており、世界的

に標準登録審査ＭＤ（Man-Day）工数で行うこ

とになっています。定期審査の場合には登録審

査の約１／３ＭＤ、３年ごとの更新審査の場合

には登録審査の約２／３ＭＤが目安と考えて下

さい。

ＩＳＯ9001の場合、大阪府内で1000名規模の

組織がお受けになるとしたら約350万円、500名

組織では約290万円、250名組織では約260万円

の登録審査費用が必要になります。この費用に

はコンサルタント費用は含まれていません。た

だ、ご注意いただきたいのは、上記の費用には

オプションの文書チェックや予備審査の費用も

含んでいます。コンサルタントがこれに代わる

ことを実施されるなら、審査機関に対して必要

な費用は、それぞれ、270万円、240万円、210

万円程度になります。

以上、ＩＳＯについて、そして自治体での導

入の期待と課題という内容でお話しさせていた

だきました。
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１．市民の行政に対する不満

群馬県太田市は、かつての中島飛行機、今は

スバルの車を作っている富士重工業を中心とし

た人口15万人程度のまちで、工業出荷額が北関

東では１位の１兆5000億円という工業都市です。

現在の市長は来年で２期目が終わるのですが、

その前に20年間やっていた市長が計画した21階

建て庁舎建設に、反対を表明して出馬し、当選

しました。

当時、市民が市役所に抱いていた不満は、お

おむね次のようなものだと思います。市役所の

業務が市民に不透明である。役所は動きが遅い。

予算至上主義である。担当者によって事務処理

に差がある。「業務の品質」が外部から評価さ

れていない。市民は納税者であり顧客であると

いう意識が欠落している。

これらがＩＳＯ導入前の不満で、こういった

ものに対応して役所を変えていこうということ

で取り組みが始まりました。

２．太田市長の考える市役所の使命

市長は就任当初から、「小さな市役所で大き

なサービスを提供したい」と言っています。職

員も少なくし、市役所の維持にあまりお金をか

けずに、コンパクトな組織で付加価値の高いサ

ービスを提供したいと考え、「太田市経営方針」

を定めました。これはＩＳＯ9001を取得したの

ちに、その効果、優位性を感じて作ったもので

「太田市の行政評価と 
　　　　　　ＩＳＯの取り組み事例」 

太田市企画部行政経営課　　　　　 

星　野　　　晃 さん 

第２部 

す。「市民の目線で考える」「質の高い行政サー

ビスを目指す」「経営資源を有効に活用する」

「成果を検証し改善する」という４つのことを

掲げています。

そして、私たちは市民に視点を置き、市民の

目から見てきちんとした仕事をしているという

信頼感を高めるために、ＩＳＯ9001を取得しま

した。さらに、社会（利害関係者）に視点を置

き、環境に配慮した行政を行うという意味で、

ＩＳＯ14001も取得しました。そして「きちん

と仕事ができているか」「環境に配慮した仕事

ができたか」という２つをキーワードとして、

行政評価システムで検証していこうと取り組ん

でいます。

市長は、高い能力を持った職員がいれば小さ

な市役所、つまり少ない人数でサービスが提供

できるだろうと考えました。現行の職員のまま

で職員数を減らせばサービスは低下するのです

が、一人で二役、三役できるような職員を作れ

ないかという意味で、ＩＳＯにチャレンジしよ

うとしたようです。

３．太田市のＰ・Ｄ・Ｃ・Ａ

太田市の経営方針を、「Ｓ・Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ」

と勝手に作ったのですが、まず市民の要望を把

握する努力をしています。かゆいところに手が

届くサービスをするためには、どんなところが

かゆいのか知るべきですから、市民の目線で考
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えるということです。そして、質の高い行政サ

ービスを提供するために、ヒト・モノ・カネを

使ってどうするかを考えます。さらに経営資源

を有効に活用し、結果を検証し、改善するとい

う流れです。これはよくPDCAサイクルといわ

れ、以前からそういう話はあったのですが、私

達はいつも自分の目線で物事を見ていました。

自分達のやりやすいPDCAは回していたのです

が、お客様側から見たPDCAはあまり考えてい

なかったというのが正直なところです。こうい

うことを達成するために、ＩＳＯ9001を導入し

ました。

４．ＩＳＯ9001の導入

市長は就任後、行政改革という言葉を使って

いろいろなことをしました。選挙の争点になっ

た21階建ての庁舎建設工事を凍結し、小さくコ

ンパクトに12階建で契約し直したという経緯が

あります。この行政改革ですが、財源がないと

ころで何ができるかという発想で最初に取り組

んだのが、職員によるトイレ掃除です。清掃業

者の費用も年間数千万円かかります。この人は

何を考えているのだろうと思いましたが、なる

ほど理にかなっていました。いろいろな施策を

やっていったのですが、その集大成として、市

民に改革のかたちが見えることもあり、平成10

年度にＩＳＯ9001にトライしました。

一番の目的は、職員の意識改革です。そして

市民の目線で考えた新しいサービスを企画でき

ないかということや、職員の事務処理の差を解

消するなどを目指しました。それが市民満足の

向上につながるのではないかと考えました。結

果的に、市民に接点のある窓口部門で平成11年

３月に認証取得ということになりました。

なぜ窓口かということですが、市民が正面玄

関から入ってくると、ロビーがあり、すぐ目に

触れるのが市民課です。片や廊下の反対側に保

険年金課があります。たぶん市民が一番よくい

らっしゃるところです。来庁者が一番多く、市

民に接点があるところの職場のイメージを変え

ると、役所全体が変わったように見えるだろう

ということで、窓口にしたという理由がありま

す。

もう１つは、役所の仕事には、例えば土地を

買う不動産業、ビルを建てる建設業、窓口サー

ビスのサービス業など、いろいろな業種があり

ます。その業種全部を一緒にしてＩＳＯの認証

を目指すと、非常に複雑になりますので、シン

プルに窓口のサービスをよくしようということ

です。それらの理由で、窓口業務に特化したわ

けです。

実際にＩＳＯを取得してできたことの事例で

すが、新しいサービスの企画としては、隣の町

と住民票の相互交付をしています。太田市は富

士重工関連に勤めている方が多いのですが、勤

めで５時までに家に帰れないため、平日に住民

票を取るのは大変です。まず太田市で取れない

かという隣町の要望があり、周辺の町と相談し

て合意を得た２町と相互交付を始めました。

もう１つ、太田市には２つの大型ショッピン

グセンターがあります。そこに市民課の窓口を

設置しました。これもＩＳＯの中では、設計開

発といいますが、お客様の要望を得て新しいサ

ービスを構築しようということで行いました。

これは市長が、「なぜコンビニエンスストアは

人気があるのか、重宝がられているのか、考え

てみよう」と言ったことから始まりました。最

初は、市民の要望で１時間の窓口延長を市役所

で行いました。組合の反対やフレックスタイム

の話など、いろいろもめたあげくの延長でした
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が、１時間程度の延長ではあまり効果がなく、

利用者はほとんどいませんでした。そこで、市

民のアンケートや要望から、今度はショッピン

グセンターに窓口を広げました。そこのショッ

ピングセンターは６時45分までの営業ですし、

土日もやっていますから、非常に重宝がられま

す。また、隣町の人もそのショッピングセンタ

ーで、自分のところの住民票が取れるわけです

から、これは大変好評です。

そのほか、市長が市民の意見を聞くという話

では、もともとは市長への手紙というツールを

使って考えていたのですが、面倒くさがる方も

いますので、秘書課の職員が全くタッチせずダ

イレクトに市長に渡るように、市長室にファッ

クスを設置しました。市長はそのファックスを

見て、直接返事を書いてしまいます。これはパ

フォーマンスだと言う人もいたのですが、ファ

ックスを入れた方、市役所に対してものを申し

た方について、市長から返事が来るということ

は、明らかに自分の意見は届いているというこ

とです。それまでは、窓口に話しても連絡がな

いので聞いているのかどうかという不信感があ

ったのですが、それがファックスサービスを始

めたことによって解消され、非常に好評でした。

それをＩＳＯでもう一歩進め、フリーダイ

ヤルで24時間いつでも苦情を受け付けるよう

にしました。これも担当部門は対応の大変さ

を懸念して大反対しましたが、最近は清涼飲

料水などにしてもフリーダイヤルが入ってい

ますから、とにかくやってみようということ

で始めると、結構市民からいろいろな要望が

あり、非常に効果がありました。市長は、市

民の苦情は、次の自分の政策のアイディアに

なるということで、非常にありがたがってい

ます。ＩＳＯ9001によって、そのような活動

につながっていきました。

私どものＩＳＯ9001は1994年版を取っていま

すが、これは旧規格で、定点でのチェック的な

ものなのですが、一つ有効だったのは業務指示

書を作ったことです。これはいわゆる業務のレ

シピです。例えば市民課で住民票を発行するた

めには、どういう申請書が来て、申請書のどこ

が記入されていて、窓口で受け付ける人は何を

チェックするのか、次の工程の人は何をするの

か、その次の工程は何をするのか、市民にお渡

しするときにはどういう確認をするかという業

務フロー図を作りました。この具体的に何をや

るかという業務指示書をすべての業務で作りま

したので、職員の能力の差に関しても、その業

務指示書をベースに研修を行いますから、最低

限そこに書かれている仕事、60点ぐらいの仕事

はできるだろうということで効果がありました。

５．行政評価システムの導入

ＩＳＯの導入によって、行政サービスの改善、

市民満足の向上の重要性を再認識できました。

しかしＩＳＯは窓口サービスで展開しています。

市役所全体としてどうなのだろうかということ

で、平成12年に行政評価システムを導入しまし

た。これはＩＳＯのときとは違う部門が取り入

れたのですが、当時、コンサルタントがＩＳＯ

と行政評価は別物だということで別仕組みを立

ち上げてしまいました。今はそれを一緒にしよ

うとしています。この行政評価システムは、市

民満足度の向上、目的・成果重視、コスト意識

の徹底のために導入しました。

我々が事務事業をやるのには、政策、施策、

事務事業、業務という体系でくくられており、

三重県などは事務事業に焦点を当てて行政評価

をしていますが、太田市の行政評価は施策に焦
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点を当てている行政評価システムです。これは

市民のニーズに視点を当てて政策戦略の方向性

を検討するということです。市民の要望や展開

すべき政策を大きい目線で見るような方向性を

探る意味で、行政評価システムを導入しました。

６．行政評価システム導入の効果

行政評価システム導入の結果、施策や事務事

業の成果が市民の視点から測定されました。ま

た、行政サービス提供の理由、目的、目標の関

連性が明確になってきました。そして、目的に

照らして現状での過剰部分や不足部分が認識で

きるようになってきましたし、それらはすべて

情報公開していますので、市民と行政の認識差

を埋めることもできました。とにかく、顧客視

点での目的、成果重視の考え方を定着できまし

た。ＩＳＯとの共通事項としては、トップがリ

ーダーシップを取り、継続的改善があるという

ことです。

平成13年度に、満足度と重要度の２軸で市民

にアンケートを取りました。その結果、例えば

交通安全対策は、重要度は高いが満足度が非常

に低いということが判明しました。太田市は自

動車産業を基幹としているまちで、公共交通が

あまり発達しておらず、鉄道も私鉄しかありま

せん。したがって車で移動される方が多いので

すが、そういう方から見ると、信号、横断歩道、

道路状況が非常に悪いという評価を受けてしま

ったわけです。片や満足度が高いのは、諸証明

の発行です。いわゆる市役所でやっている窓口

サービスについては、重要度も満足度も高いこ

とがわかりました。

この結果は私としては非常にありがたいこと

で、これはＩＳＯ9001の導入効果で、窓口サー

ビスをよくしようとした結果です。つまりショ

ッピングセンター内の窓口や相互交付が、非常

に良い評価を得ているということです。しかし、

交通安全対策は非常に悪いこともわかりました

ので、いくらかでも満足度が上がるように変え

なければいけないということで、今年度の予算

編成では市内の道路の維持工事費で１億3000万

円ほど計上しました。これでカーブミラー、信

号、道路補修などをやっていこうという政策に

展開させています。

次に、ホームページに公開しているデータを

示していますが、施策ごとに満足度と重要度に

点数が付いています。そうすると職員から見て

も、自分のやっている業務が市民から見て重要

なのか、満足なのかがわかってしまうのです。

重要だが満足でないといった場合は、何が問題
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なのかという作業に入り、それを解消するため のアイディアが出てくることになります。

７．ＩＳＯ14001の導入

ＩＳＯ9001、行政評価というかたちで行政の

質を上げようという視点で活動してきて、ＩＳ

Ｏ9001の優位性、行政評価のよさもわかりまし

た。そこで平成13年には、品質システムではな

くマネジメントという視点で物事を考えていく

べきだろうということになり、ＩＳＯ14001に

もトライしました。

消費型から循環型への転換ということで太田

市環境基本条例を定め、太田市環境基本計画と

ともに環境マネジメントシステムへの取り組み

をしました。ＩＳＯ14001は、300あまりの自治

体が取っていますが、太田市はこのＩＳＯ9001

と行政評価システム、さらに企業会計の概念を

入れたバランスシートを連携させた仕組みにし

ようということで、ＩＳＯ14001を構築したと

ころが少し変わっています。「太田市環境マネ

ジメントシステム」という名称にしていますが、

平成14年３月に認証をいただきました。

８．ＩＳＯ14001の特徴

太田市のＩＳＯ14001の方針ですが、まず一

般的な庁舎などの省エネ活動があります。そし

て比較的変わっているかもしれないのは、行政

サービスの環境配慮を考えることです。ＩＳＯ

14001だけやっている自治体は、一般的に環境

部門が推進しており、環境という視点で見たと

きに、市役所で環境配慮できる業務はどのよう

なものがあるかを抽出してやっていくイメージ

を私は持っています。我々は行政評価システム

をベースにしていますので、全事務事業をまず

機軸にし、全事務事業に対して一つ一つ環境配

慮ができるか否か、どういう考え方ができるの

かという考察の中で、環境配慮できるものを取

り上げていきました。

そういうことで、環境も品質もマネジメント

システムだという理由で、ＩＳＯ9001とＩＳＯ

14001のどちらも、推進部門は私の所属する行

政経営課です。その上、行政評価もバランスシ

ートもやっているのですが、そういう○○シス

テムは全部やってしまおうということで、行政
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経営課が成立しています。そのように全事務事

業から環境配慮ができるかということで、少し

考え方を変えているような気がします。

もう１つの方針は、市庁舎、水道局の環境関

連設備管理です。これら３つの柱でＩＳＯ

14001を手がけました。

システムにおいては、４つの大きいプロセス

があります。①方針管理のプロセス。市長の環

境方針に基づき、経営層が体制と責任を明確に

適用していきます。②政策実現のプロセス。政

策の具体化のために評価から実施までをプロセ

ス化します。③運用管理のプロセス。住民等の

見解を含めた成果をチェックし、問題点があれ

ば改善します。④点検、改善のプロセス。問題

を改善し、予算措置や新たな計画立案につなげ

ます。

これはＩＳＯ14001ですが、よくＩＳＯ14001

に関する本に出ている規格要求の並びではあり

ません。どちらかというと、ＩＳＯ9001の2000

年版の並びになっています。2000年版と合致を

させていく意味で、そちらをにらんで構築して

いったということです。

９．ＩＳＯと行政評価

ＩＳＯの要求事項、しなければいけないこと

は規格等で決まっています。「仕事をきちんと」

行うための規格、かたや「環境にやさしく」仕

事をするための規格として、それぞれをとらえ

ながら業務を行っていくのです。これの是非や

重要か満足かというところを、行政評価を使っ

て確認していきます。

我々のＩＳＯ9001は1994年版です。行政評価

システムとＩＳＯ9001の2000年版とＩＳＯ14001

を融合させることを目指しており、来年２月ご

ろ統合させたいと考えています。

10．ＩＳＯ9001の課題

ＩＳＯ9001の1994年版から2000年版への移行

を早急に行うことが我々の課題です。1994年版

は規格に定めたことが文書化されて実行されて

いるか、ということが書かれているのですが、

市役所は意外と仕事が暗黙のうちに決まってお

り、文書化を定めていないために、客観的に評

価しづらいところがありました。ＩＳＯ9001の

導入で、業務指示書などによって、事務引き継

ぎなどの面で非常によくなりました。しかし

1994年版は、定点チェック的に経営者の責任、

文書管理、問題処理などが個別に決まっており、

個別のことをそれぞれやっていれば認証は取れ

るという印象で、仕事自体は意外に有機的に動

いていないということもあります。ＩＳＯは結

構面倒くさいというのが、ＩＳＯを導入してい

る部門の皆さんの正直な感想です。

2000年版の優位性は、品質のシステムから品

質のマネジメントシステムへと変わっています

から、組織体としてどう活用するか、運営する

かという視点になっています。また、仕事の目

的や目標を定めて、その流れがきちんとできて

いるか、縦割りでなく横断的に仕事ができてい

るかどうかという見方もします。プロセスアプ

ローチといって、その結果が市民に満足されて

いるかが業務評価になってくるのですが、そう

いう要素が非常に強いのです。ある意味、行政

評価の部分と旧のＩＳＯの部分を盛り込んでい

る仕組みですので、非常にいいと思うのですが、

これに向かってやっているところです。

ＩＳＯ9001に関しては、市民課、保険年金

課、福祉課などという窓口部門で取得してい

ますが、来年は全庁でＩＳＯ9001を拡大しま

す。すでに全庁でやっているＩＳＯ14001と併

せて、どちらも全庁でやって、行政評価と絡
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めていくという考え方です。ですから、行政

評価というところで、施策の方向性を探り、

それで見えてきたものに対しての実際の業務管

理については、ＩＳＯ9001やＩＳＯ14001を活

用して、この三竦み（さんすくみ）でやってい

こうと考えています。

11．ＩＳＯ・行政評価活動の問題点

ＩＳＯや行政評価の活動は、私どもではいろ

いろな問題もありました。各部門の皆さんは

ＩＳＯだ、行政評価だというと、通常業務以外

の別の仕事が来たという印象を持つところがあ

ります。これは非常におかしいことで、業務を

きちんとやるためのツールとして、ＩＳＯや行

政評価を入れているのですから、もちろん通常

業務の範疇として考えるべきです。ＩＳＯの帳

票の用意、記録などを仕事が増えるといって負

担に感じるのは、本来やるべきことができてい

ないためで、「きちんとした仕事が最初からで

きていないのだ」と言わせていただいています。

また、職員の言い訳としてよくあったのが、

「今の業務で手いっぱいだ」というものです。

今の仕事のやり方に本当に問題がないかという

あたりが、大きい問題だと思います。前例主義

を見直し、今までこうやっていたから、こうな

のだというのではなく、これをやるためにどう

いうプロセスが必要なのかと考えると、事務改

善にもつながっていくのだという意識を持って

もらいます。

ＩＳＯでは、設計開発などもそうですが、新

しいサービスをする場合はなぜそれをやるのか

という要素をきちんとします。そのために何が

必要なのか、人、予算、期間などの計画を立て、

取り組んでいくのです。予算があるからやると

か、去年がこうだったから今年もそうだという

予算至上主義や肯定論では、改善が進まないの

です。とにかく今までやっていることは正しい

と思わないようにしましょう、ということにし

ました。市長の２冊目の著書、『「前例」への挑

戦』でも、まさにそういう前例主義を見直そう

と言っています。

ＩＳＯや行政評価の説明などは、職場の中に

推進員的なリーダーをつくっていただき、その

方たちを集めてさせていただきます。その方た

ちに職場で皆さんに広めていただくのですが、

ややもすると、その代表の方が全部抱えてしま

い、ＩＳＯと行政評価の専門職員のようなかた

ちになってしまいます。しかし、こういうマネ

ジメントシステムは、全員がやらなければ効果

が出ませんから、職員一人一人の責任でやって

くださいということを徹底しました。そして、

ＩＳＯ、行政評価というシステムに使われるの

ではなく、システムを使うのだということです。

なぜこういうシステムが世の中で標準として広

まっているのか、たくさんの企業が取得してい

るのはなぜなのかと考えていただき、いいとこ

ろを取り入れて、その思想を使いこなしましょ

うと、仕向けていきました。

職員一人一人の責任として、ＩＳＯのシステ

ムの思想を理解して使いこなすなどというのは、

入職まもない若い職員は、意外とすんなり受け

入れてくれます。厄介なのは10年とか15年ぐら

い勤めている人や定年間際の人です。この辺の

仕組みに関しては、部長、副部長、課長にポイ

ントを当て、管理職がきちんと先頭を切ってや

らなければ、部下はついてこないということで

進めていきました。

業務量や残業が増えるという話もありました

が、これも少し考え方を変え、責任・権限を明

確にし、この仕事はだれがするのか考えるよう
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にしました。例えば特定の人がいつも残業して

いたり、係によって仕事の集中時期が違うこと

も、業務配分を考えることで、全体量として残

業を減らすことができます。悪く言えば、遊ん

でいる人がないようにするかたちにしています。

しなければならないこと・しなくてもよいこ

とも考えます。例えば議会用の資料を別個に作

れば、それ用の仕事がまた生まれてきます。や

むをえない場合もあるのですが、通常、職場内

のコミュニケーションがきちんとできていれば、

議会用の資料をあらためて作る必要はないはず

です。この仕事は、本当に自分の課にとって必

要な仕事なのかどうかを考え、しなければいけ

ないことだけ選んでやりましょう、というよう

に持っていきました。

コミュニケーションについては、とにかく上

司と部下、もしくは職場の同僚との会話が絶対

必要だと思っています。それぞれがお互いの仕

事の状況をわかっていなければ、仕事を分ける

こともできませんし、「担当が今日いませんか

ら」という言葉にもつながってしまいます。そ

ういうことのないようにするためにも、コミュ

ニケーションは重要です。もちろん内部のコミ

ュニケーションだけでなく、お客様である市民

の方、組織上の別の課や部、ほかの機関などと

のコミュニケーションも大変必要だと思ってい

ます。

私たちは皆の合言葉として、「次工程はお客

様」という意識で仕事をやっていくことにしま

した。例えば住民票の発行では、受付で申請書

を受けた方がまちがいのないものを受ければ、

次の工程の人間はそのまますぐ仕事ができます。

ところが、まちがったものを受けて次に回して

しまうと、次の人はまちがいの修正から入らな

くてはならず、戻りの仕事にもなりますし、そ

うなると時間的にロスがあるわけです。そうい

うことをなくすために、次の人がお客様だと思

って、自分のところは完ぺきにして、100％の

仕事をパス回ししましょうという運動をしまし

た。これによって、ずいぶん戻りの仕事、修正

がなくなりました。

製造業のオートメーションなどでは、不具合

品はラインからはずれ、不具合だということが

明らかに目に見えますが、私たちの仕事はあま

り見えません。住民票などでまちがった発行を

すればわかりますが、一般的な書類を作ってい

る業務では、まちがったとしても、パソコンに

向かって修正しているとわかりません。修正の

仕事も構築していく仕事も一緒にできてしまう

ところがありますが、ミスはミスです。なぜミ

スが起こったのかを考える観点も必要なので、

次の工程に進めるときは100％のものでやりま

しょうという運動をしました。職場内の研修で

は、「シゴトには、仕えることの仕事と、死ん

だ死事と、私ごとの私事の３つがあるが、死事

と私事は職場には持ち込まないようにしましょ

う」とＰＲをしました。

12．マネジメントシステム導入のメリット

マネジメントシステムを導入するメリットを

考えると、まず、部方針によって目標が明確化
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されたということがあります。我々の市では、

行政評価、ＩＳＯを入れて、各部長が市長の政

策、方針に基づいて部の方針、さらに自分が抱

えている課の方針を決め、それを各課長に伝達

して実施するというスタイルを取っています。

それがある程度、整ってきていると思います。

また、予算配分の権限も各部長に与えました。

以前は財政当局が全部査定し、歳入から歳出を

考えて配分していたのですが、そうすると、例

えば一律10％カットなどが行われ、士気が低下

してしまうこともありました。部長にその権限

を与えることによって、いわゆる経営感覚で予

算をどう使おうかという視点でやっていくこと

につながったので、効果があったと思います。

業務に対する意識の改善というメリットもあ

ります。市民の方に対して、お客様という感覚

が普通に出るようになってきました。自分が市

民として窓口を訪れたらどうだろうか、という

考え方が定着してきたと思います。業務に対す

る意識が改善されると、むだな仕事が減り、結

果的に今までほど忙しくなくなったために、実

は職員削減が実現しています。職員の適正配置

と言い方を変えておきますが、そういうことに

つながっています。

職員に対しての組織的な教育訓練もメリット

です。ＩＳＯの中にも教育訓練はあるのですが、

この業務をやるために必要な、こういう能力を

身に付けてもらうための訓練をするのだ、とい

うシステムに変わったのです。例えば新採研修

というと、公務員とはこういうものだという概

念的な話がありますが、ＩＳＯを入れてからは

教育訓練をやっています。例えば、市民課の住

民票の係は、レジスターが打てなければ仕事が

できませんから、配置の前にレジの訓練をしま

す。そして、できることがわかってから配置を

するのです。１つそれを覚えると、次に幅を広

げてもらって、次の業務を覚えてもらうという

かたちにしていきます。「来たばかりでわかり

ません」と言われて、市民が不安がることのな

いように、組織的な教育訓練に役立ちました。

コミュニケーションの改善としては、内部の

関係する部門との情報交換も必要ですし、外部

とも必要です。例えばショッピングセンター内

のサービスセンターは、当初は市民課の出先と

して、住民票の発行、転入・転出の届け、保険

証関係をやっていましたが、好評なのでもっと

業務の幅を広げてほしいという要望があり、税

の証明の発行までやっています。さらに広げて、

現年度分に限って納税もやっています。市民課

の職員なのですが、税の仕事もするわけです。

そうすると、税の仕事のきちんとしたマニュア

ルがなければ、仕事ができません。市民サービ

スの低下につながらないようにするためには、

この仕事をするために何が必要かということで

すから、関係部門と連絡を取り、サービスセン

ターにおける税の業務についてきちんと決めま

す。それを業務指示書に落としていくわけです

が、そういう作業によって、縦割りという感じ

は比較的薄らぎ、結構フラットにはなってきま

した。

市民の苦情・要望に対する処理システムの構

築もできてきました。以前は窓口で受けていま

したので、とりあえずおわびして怒りを納めて

いただき、同じような苦情が出ると同じような

対処法を繰り返していたのです。ＩＳＯでは是

正処置というのがありますから、なぜそうなっ

たかということを考えます。職員に問題がある

のか、仕事の配分に問題があるのか、システム

に問題があるのか。「なぜ」を３回、５回と繰

り返してやれと、そのように組織として問題を
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改善するように取り組んでいきます。苦情や要

望に対してどう処理をするかを考えますし、よ

その部門への苦情も対岸の火事としてではなく、

同じような問題が自分の部門にも来る可能性が

あるととらえ、予防処置として、そういう事象

を活用して先手を打って、仕組みの見直しをす

るかたちにつながっていっています。

また、ようやく動き出したのですが、庁内の

イントラネット上に、今、どこの部門にどうい

う苦情が来ており、それにどう対策したかを載

せています。過去に同じようなパターンがあっ

たり、もしくは同じ人からの苦情かもしれない

場合、人によって対応が変わってしまうことが

ないようにしているのです。また、市民の方が

どういうところに神経を使っているかがわかる

ように、イントラネット上で検索できるシステ

ムを構築しました。これもＩＳＯの効果だと思

っています。

太田市は「BBCO（ブブコ：ブロード・バン

ド・シティ太田）」「まるごとＩＴタウン」とも

いっていますが、ADSLのプロバイダーも兼ね

ており、まだ全家庭にはいっていないものの、

ブロードバンドでネットにつながっています。

今回の市民満足度アンケートもネット上で住民

投票的に行うなど、インターネットでもＰＲし

ますし、いろいろな方向から情報収集するよう

にしています。

そしてＩＳＯにある内部監査という仕組みを

使って、職員相互がシステムチェックをしてお

り、これは規格の中にもあるのですが、定期的

に、その職場以外の資格を与えられた人間が、

その課の目標どおりにきちんと仕事ができてい

るかどうかをチェックするのです。そういう仕

組みで、質が落ちないように維持をしています。

13．マネジメントシステム導入の成果

導入の成果として、市民の方との関係が非常

によくなってきました。当初は苦情が多かった

のですが、最近は「こういうことをしてもらえ

ないか」「こういうアイディアもある」という

ように、協働する感じになってきていると思い

ます。職員がカウンターの外からものを見る姿

勢ができましたし、情報を定期的に提供するこ

とで、役所に対して好意的になることもありま

した。

また、ＩＳＯは定期審査がありまして、ＩＳＯ

9001は半年に１回、ＩＳＯ14001は１年に１回

ですが、審査を受けることによって業務内容の

低下を防ぐこともできました。さらに、市民の

視点で業務をとらえるようにと繰り返し言って

いますので、それを実践していくことでサービ

スが改善されています。「次工程はお客様」と

いう意識にもつながってきているのではないか

と思います。

そのほか、いくつかあったことを挙げると、

窓口の業務指示書を作ることによって、だれで

も同じ仕事ができるようになりました。一方で、

市民の方と協働して業務をやっていこうという

スタンスが生まれました。最近ではNPOの皆さ

んにお手伝いしていただき、市役所の総合案内

や、いろいろな部門に入って職員とともに仕事

をしていただいています。そういうことで市民

参加が広まっているのも一つの効果です。

ＩＳＯ14001の絡みでもあったのですが、例

えば市内の区画整理地区への公園建設計画も、

市役所が一方的に計画を提示するのではなく、

地区の皆さんとプランニングし、市民と市の双

方のアイディアを出して住民投票して、具体的

に決めていったという事例もあります。

そのように、最初はＩＳＯ9001から出たこと
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が行政評価に広がり、ＩＳＯ14001にというこ

とで、いろいろな広がりを持った活動になって

います。

太田市は工業都市で、市内にはＩＳＯを取得

している企業がたくさんあります。お互いに高

めあいましょうということで、ＩＳＯの推進協

議会を作っています。商工会議所もＩＳＯ9002

を取っているので、そこで勉強会をしたり、

ＩＳＯを取得した企業に奨励金をお渡しして、

もっと仲間を増やそうという活動もしています。

最近では、この４月にキックオフしたのですが、

公立小学校でＩＳＯ14001の認証取得を目指し

てチャレンジしています。これは子どもにやら

せるばかりではなく、まず先生方に変わってい

ただき、お子さんに対しての環境教育をするこ

とによって、環境意識が家庭に広がっていけば

いいという方法で進めています。もう１つは、

地域でＩＳＯをやっていただこうということで、

ＩＳＯの認証取得はしないのですが、市長が承

認するというかたちで、区長さんを中心に環境

を考えた活動をしています。

太田市は、特に何をやったということでなく、

市民から「太田に住んでいてよかった」と言っ

ていただけるように、いろいろなことを手を変

え品を変えやっているだけです。ＩＳＯと行政

評価の絡みなどを、皆さんに、かくあるべきだ

とお話できる立場ではないと思います。ただ、

お互い行政職員として、地域の皆さんの信頼を

得るための業務をやっていかなくてはなりませ

ん。そういう中で一つの方法論として、こうい

うまちもあるとご認識いただければ、ありがた

いと思います。
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１．はじめに

私は過去30数年、民間企業主体に新規事業参

入の支援、経営診断、事業診断、機構組織改革

など、リサーチ（調査）に基づくコンサルティ

ングに取り組んできました。公共分野でも、工

業技術院における産学官共同研究の実態調査、

国鉄民営化関連の事業戦略支援、郵政省のある

外郭団体の存続可能性と組織活性化対策、中小

企業大学校でのＩＳＯ部門担当講師などの取り

組み事例があります。

自治体向けのＩＳＯ9000、行政評価への私の

取り組みスタンスは、調査で判明した各種の課

題について、ＩＳＯの考え方と民間企業での課

題解決手法の２つを合わせて解決のためのアイ

デアを提示するというものです。民間企業での

いろいろな課題解決手法も、すべて同じという

わけではありませんが、公共機関、自治体の課

題解決に転用可能で、活用できると考えます。

民間で実施した主な課題解決手法を挙げてみ

ます。今から15年ほど前、世の中の景気がよか

ったころは、長期経営計画策定、経営ビジョン

策定といった仕事がたくさんありました。これ

も自治体での案件には役立つだろうと思います。

新規事業参入や撤退に関係する仕事もずいぶん

手がけさせていただきましたが、これもだいた

い同じ取り組みパターンで活用できると考えて

います。ＣＳ（顧客満足度）の把握・測定の手

法もマーケティング手法と併せ、市民を顧客、

「自治体調査の結果から見る 
　　ＩＳＯ9001と行政評価の現状」 

㈱品質保証総合研究所　　　　　 

原　田　充　裕 さん 

第３部 

市全体を市場と位置づければ、市のマーケティ

ングとして活用できます。また、民間企業では

製品や技術の需要予測も大事な仕事なのですが、

予測調査、市場調査、事業評価調査なども、そ

のまま自治体の仕事に活用できます。

Ｍ＆Ａ、分社化は民間に特有ですが、お金が

絡むかどうかは別として、例えばＭ＆Ａは市が

隣の町村を吸収合併する場合と考え方は同じで

す。分社化、共同化、業務提携などは、今、民

間では非常に大事なことになっています。それ

から組織改革・機構改革、いろいろな規定の改

革・見直しもあります。中高年社員のリストラ

などがいわれる少し前には、人材活用ビジネス、

中高年人材の活用ビジネスもずいぶんやりまし

た。これもそっくりそのまま、自治体の戦略に

活用できると思います。このような民間の課題

解決手法を自治体に転用して、提案したいと考

えています。

行政関係の方々も、行政評価についてはいろ

いろな方法で検討したり、実際に取り組んでお

られると思いますが、まだシステムが決まって

いません。行政評価の仕組みやシステムは、総

務省でも決めていないのです。いろいろバック

アップはしますが、仕組みは決まっておらず自

由です。また、日本の場合は特に自治体の存立

基盤が多様で千差万別ですから、ある程度、標

準化された行政評価の仕組みでは、適用しにく

いことがあります。行政評価の対象となる政
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策・施策・事業等も、非常に多様です。多様で

あるだけでなく、非常に数も多く、県のレベル

になると5000～6000、市のレベルでも2000～

3000の事業数です。そのような多種多様なもの

に対して、一様なシステムで行政評価をするこ

とは非常に無理があります。さらに、何のため

に評価するのか、評価した結果を何に反映させ

るかといった目的や反映方法も、また実に多様

です。

これが現実ですから、行政評価の仕組みに規

格のようなものを求めても無理だということで、

「自主的に一から考えましょう」ということに

なります。そこに非常に悩みや問題があります

し、あとでアンケート結果をご紹介しますが、

課題も非常に多いことになります。

２．行政評価への取り組み

自治体の行政評価への取り組み状況のアンケ

ート調査結果を見てみます。都道府県、市、区

に分け、数が多いので、町と村については省略

しています。回答率は大体35％です。政策評価

について、「取り組み中」「試行中」「検討中」

「未定」の状況を比べると、市・区段階がまだ

４％なのに比べ、都道府県段階ではすでに32％

と、まるで違います。施策評価についてはさら

に極端で、「取り組み中」が市・区では６％で

すが、都道府県では54％と半分以上が取り組ん

でいます。市・区では「未定」（37％）もあり

ますが、検討中（47％）が非常に多いです。た

だ、これも昨年12月時点の調査ですので、この

辺の構成もずいぶん変わり、市・区でもかなり

増えているだろうと想定されます。

一番細かい事務事業評価になりますと、依然

として都道府県と市・区で大きな格差はありま

すが、市・区段階でも「取り組み中」が２割ぐ

らいには増えています。「取り組み中」と「試

行中」を合わせると44％ですから、半分近くは

何らかのかたちで、事務事業評価についてはや

っているということです。現在では、過半数を

超えているのではないかと思います。

３．行政評価実施の目的

ＩＳＯの場合、なぜＩＳＯを取るのかという

目的がはっきりしなければ、効果もはっきりし

ないので定着しません。行政評価でも、我々は

やはり目的・動機を非常に重視し、ヒアリング

やアンケートで、どういうところにウエイトが

かかっているかを聞いています。

行政評価実施の目的についてのアンケート調

査結果について、政策評価の場合を都道府県と

市・区で比較すると、大体同じような傾向を示

しています。一番大きな目的として皆さんが挙

げているのは「市民満足度向上」で、都道府県

でも市・区でも一番多く、約50％です。これは

複数回答ですが、全体の半分の自治体は「市民

満足度向上」を目的の一つに挙げているという

ことです。そのほか、「職員の意識改革」が２

番目に来ます。

施策評価の場合は、都道府県は「業務効率化」

が多く、市・区では「財政健全化」が多い。劇

的に違うほどではありませんが、かなり違いま

す。「市民満足度向上」は、政策評価での場合

より少しねらう比率が小さくなっています。一

番多いのは「職員の意識改革」で、そのために

施策評価をすると答えています。

最後に、事務事業評価もだいぶ様子が変わっ

てきています。どちらも「市民満足度向上」が

だいぶ減ってきて、「事業等の見直し」「職員の

意識改革」「業務の効率化」の３つが事務事業

評価の目的として集中しています。



50

「市民満足度向上」が、なぜ政策評価で一番

多く、事務事業評価で一番少ないかについては、

いろいろな説があります。やはり市民の満足度

は、市民にアピールする政策で訴えたいのだろ

うということと、事務事業評価は、市民満足と

いうよりも、事務の合理化や職員の意識改革の

ために使うのだろうという理由が考えられます。

アンケートですから、理由までは深く追求でき

ませんが、政策、施策、事務で目的が少しずつ

変わってきます。

４．取り組みの目的に対応した成果

このように目的、ねらいを持っていろいろな

行政評価をするのですが、途中経過段階で、当

初のねらいが達成されたと思うか、達成されそ

うかを、アンケートで調査しています。

政策評価で見ますと、当初の件数は都道府県

と109の市・区の回答を全部合わせたもので、

全部で120ほどですが、そのうち45の自治体で

は、「職員の意識改革」を取り組みの目的に挙

げていました。成果があったと答えたのは11件

です。これを強引に達成率ということで計算し

ますと、24.4％です。全体的に30％を超えたも

のはありません。まだまだ行政評価自体、始ま

ったばかりでためだと思いますが、それにして

も今のところ、ねらったことの３割未満という

結果です。

これを同じように施策評価で見ますと、「職

員の意識改革」については30％、「予算配分の

見直し」は33.8％と３分の１ぐらいの達成率で、

それ以外の項目の比率は低い。

さらに事務事業評価で見ると、だいぶ達成率

が上がります。「職員の意識改革」をねらって

事務事業評価をやると、37.6％と４割近くは達

成しており、ほぼ達成するだろうということで

す。また事務事業評価ですから「事業等の見直

し」が典型的な目的ですが、33.9％と３分の１

は見直しに役立ったということです。「事業の

見直し」で市民満足が向上したかどうかは別で

すが、事務事業評価をした結果、事業見直しに

役立ったという結果です。

このように政策評価は非常に達成率が低いで

すが、行政評価の単位が細かくなりますと達成

率が高くなります。これは当然で、評価の対象

が具体的で身近になってくると、達成率も目に

見えて高くなるという結果です。

施策評価は少し様子が違ってきます。重要度

２位の「予算配分」については、かなり達成率

が高い。しかし「市民満足度」は、やはり芳し

くありません。「財政健全化」「業務効率化」と

いうねらいについては、20％程度の達成率しか

ありません。

事務事業評価は、大ざっぱに見ると理想的な

線に近い傾向です。全体的に見ると重要なもの

ほど達成率が高く、特に「事業の見直し」「意

識改革」などは非常に達成率が高い。これだけ

で結論はできませんが、事務事業評価について

は取り組んでいるケースも多く、達成状況もい

いことから、わりとうまくいっている感じがし

ます。

政策評価は非常に難しいということと、「市

民満足度」「意識改革」は重要だが、なかなか

うまく達成していないということがわかります。

５．市民満足度把握の手法

「市民満足度」が思うように達成されていな

いことがわかりましたので、市民満足度把握の

手法を分析してみました。都道府県と市・区で、

かなりの格差が出てきています。太田市でも、

市長へのファックスが非常に効果が上がってい
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て、評判がよいということでしたが、市・区で

は、首長への手紙、ファックス、メールなどが、

市民満足度の把握の方法として一番多く挙がっ

ています。都道府県では、世論調査というかな

りスケールの大きい把握方法が一番多く行われ

ています。

首長への手紙等は、市や町ですと受け付ける

暇があるのでしょうが、県知事や都知事にメー

ルなどというと、時間的･物理的にも無理が多

いですから、あまりそういうことはやらないの

でしょう。自治体の規模、性格の差がこの辺に

出ているように思います。

６．行政評価取り組みにおける課題意識

行政評価に取り組んでいるところ、または試

行中のところを対象に、どんな課題があるかの

ご意見をお聞きしました。あらかじめプレヒア

リングで、いくつかの自治体におじゃまして、

出てきそうな課題の仮説をいくつか立て、複数

回答で答えていただきました。

課題として、全体の半分以上の118か所が、

「事前・事後評価未確立」を挙げています。顧

客満足度測定を前提として事前・事後の評価を

する仕組みが、確立されていないので困ってい

るという課題意識です。ほかに多いのが「担当

職員の意識」が高まらない、「全員参加」がな

かなかできない。「人材不足」も挙げられてい

ます。行政評価を担当する人が少なすぎるとい

うことですが、これは全員参加がなかなかでき

ないことと表裏一体です。

また、PDCAを回す仕組み、習慣が確立され

ていません。ＩＳＯ14001などを導入して、実

際はPDCAをやっているところも結構多くなっ

ているのですが、行政評価の取り組み「試行中」

のところでは、まだＩＳＯ14001を入れていな

いところもかなりありますので、全体的に見る

とPDCA未確立が大きな課題であるわけです。

それから行政評価といっても、しょせんは自

己評価です。行政評価した結果を第三者が評価

する仕組みが確立されていないので、これでは

あまり効果がないのではという課題意識もあり

ます。これらが大きな課題です。

７．行政評価における課題とＩＳＯシステムと

の接点

自治体、担当者によっても違いますが、全

体的なヒアリングやアンケートの結果を総合

し、行政評価のいろいろな課題について、な

ぜそういう課題が発生するか、なぜそういう

意識になるかを分析しました。行政評価とい

う領域の中に、顧客満足度の向上、トップの

リーダーシップ、全員参加、PDCAと継続的改

善、第三者評価などの問題があり、行政評価を

やっても、やりがいがないという課題を抱えて

いることがわかります。

このような課題をよく考えてみると、こじつ

けのようですが、これらの課題は実はＩＳＯ

9001の2000年版ではかなり重要な要求事項で、

こういうシステムを作りなさいと言っているわ

けですから、2000年版のＩＳＯ9001を導入すれ

ば、これらの課題は解決されるはずです。全く

イコールではないのですが、ほとんど解決され

るはずです。ところが、これらの課題のうち、

「顧客満足度向上」を除いたものは、実はＩＳＯ

14001でも要求されていることです。「トップの

リーダーシップ」「ＰＤＣＡと継続的改善」「全

員参加」「第三者評価」の４つの課題は、ＩＳＯ

14001のシステムにもやはりあるのです。

両方入れれば非常にいいのでしょうが、とり

あえず行政評価ということだけで考えると、一
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番の問題は「顧客満足度」、つまり市民満足度

の向上にあるわけですから、これははずせない

となると、まずは行政評価の課題解決は、これ

が含まれるＩＳＯ9001でやってくださいという

提案に結びつきます。

８．地方自治体にＩＳＯが普及

自治体ではＩＳＯ14001が主で、ＩＳＯ9000

はまだまだ少ないのですが、地方自治体にも

ＩＳＯが普及してきています。まずＩＳＯ14001

は自治体に取得が急増し、現在、300件強です。

その結果、必ずとは限らないのですが、PDCA

の取り組みがかなり進展し、そこからＩＳＯ

9000活用による行政サービス向上への取り組み

の機運も高まってきました。

ＩＳＯ9000の流れを振り返ると、自治体の財

政難深刻化があり、財政健全化ニーズによって

行政改革が盛んになってきます。行政改革とい

うことになると、どうしても行政評価が必要で、

これに取り組まなければ改革ができません。

もう１つの流れとして、行政はサービス業だ

と認識する市長や知事が増えてきたことがあり

ます。三重県、群馬県太田市などいろいろなと

ころで、行政はサービス業だという認識が深ま

ってきました。サービス業であるからには、顧

客満足、市民満足が当然ということになります。

ＩＳＯ9000の特に2000年版の場合は、顧客満足

をかなり前面に押し出していますから、ＩＳＯ

9000を活用しようということになります。

ＩＳＯ14001は、環境問題の方から関心が出

てきて取り組まれ、その結果PDCAが定着して

きたのですが、ＩＳＯ9000の方は「行政改革」

「行政評価」「市民満足」「行政はサービス業」

というキーワードで、だんだん進展・普及して

きています。このように自治体にＩＳＯが普及

してきた流れは、実際は皆さん方の方が肌で感

じておられると思います。

今年３月現在で判明した自治体のＩＳＯ9000

取得数を、94年版、2000年版と分けて見てみる

と、昨年までは94年版が多かったのですが、

今年新たに登録されたところを入れると、

2000年版の方が少し多くなりました。合わせ

て25件です。ただし、都道府県の８件という

のは全部、三重県の外郭団体や独立事業部門

などで、８都道府県ではなく、三重県だけで

す。村が一つだけありますが、これは岩手県

の人口５万人の滝沢村です。もうまもなく、

合計数が30件に届くのではないかというのが、

ＩＳＯ9000の取得状況です。

９．導入段階における相関関係

ＩＳＯ14001とＩＳＯ9000について、導入段

階における相関関係も調べています。例えば、

ＩＳＯ14001を導入した自治体が76あり、その

うちＩＳＯ9000を導入しているところは２か所

です。準備中は１か所で、ここも今は取得ずみ

のはずです。

ＩＳＯ9000もＩＳＯ14001も両方予定がない

というところは、回答しているところで37か所

です。ＩＳＯ9000は、予定がないけれども内容

は知っているところが多いのに対して、ＩＳＯ

14001の状況を尋ねると、すでに「導入」また

は「検討中」が93か所と非常に多い。両方とも

「導入」「検討中」のところは12件で、まだまだ

少ない現状です。

10．行政区分別ＩＳＯ認証取得数

今まであまり調査されていなかったのですが、

行政区分別にもＩＳＯ認定取得数を調査してい

ます。少しデータは古いのですが、都道府県か
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ら村まで全国に3300の自治体があり、そのうち

ＩＳＯ14001が200、ＩＳＯ9000が17です。自治

体の関係機関を入れますと、ＩＳＯ14001で300

弱、ＩＳＯ9000で25、うちＩＳＯ9000の2000年

版が14です。

人口規模別に取得件数を見ると、環境ＩＳＯ

（ＩＳＯ14001）にしても品質ＩＳＯ（ＩＳＯ

9000）にしても、５万人未満、あるいは10万人

未満の規模のところが圧倒的多数を占めていま

す。なぜ人口が少ないところが先に取得するの

かについて仮説はありますが、今回は調査して

いません。

ＩＳＯ9000導入を準備中・検討中と回答した

自治体について見ると、40万人近い関東地区の

市がありますが、それ以外はやはり10万人から

下の規模です。やはり小粒なところは意思決定

が早いのか、ＩＳＯ9000については導入しやす

いようです。大きな自治体で導入がないのは、

意思決定の遅さや複雑さが原因かと思います。

11．ＩＳＯ9000導入の経緯

ＩＳＯ9000導入の経緯にはいくつかのパター

ンがあります。ＩＳＯ14001については環境対

策、環境保全、自然保護、地球温暖化防止など、

自治体に共通した目的があるのですが、ＩＳＯ

9000の場合はいろいろです。今までに導入した

ところを見ますと、地域の企業からの推奨があ

ったケース、首長が商工団体や民間企業の経営

者出身であるケース、議会での議員提案のケー

ス、合併に備えた準備であるケース、行政改革

のツールとして選択したケースなどがあります。

合併準備のケースを見ますと、これから２～３

年で自治体が統合され、大体半数ぐらいになる

だろうといわれていますから、合併に備えて

ＩＳＯ9000を取る、または合併したためにＩＳＯ

9000を取るというケースが増えるのではないか

と予測されます。これらいくつかの経緯によっ

て、研究会の編成や内外視察を行い、導入の意

思決定をしたということです。

12．ＩＳＯ9000取得の目的、ねらい、経緯など

すでにＩＳＯ9000を導入された自治体を、い

くつかピックアップして紹介します。

最初の事例は、都道府県で最初に取得した三

重県です。県の外部機関で連続的に取得し、８

か所ほど取っています。取得の目的がホームペ

ージに出ていますが、取得機関共通のねらいは、

「生活者起点の行政への転換」「住民満足度向上」

「PDCAによるマネジメントの考え方の導入」

「第三者機関の審査による透明性確保」「行政経

営の品質向上活動の一環」などがあり、導入組

織ごとの独自のねらいもあります。

２つ目の事例は、判断は難しいのですが、我

が国初の取得だと言っている、全庁型で導入し

た長野県佐久市です。ここでは５つのねらいが

あり、「市民サービス向上」「透明性確保」「コ

スト低減」「情報管理体制の確立」「組織活性化」

です。これらは大体どこの市でも出てくるので

すが、どの辺に重きを置くかがそれぞれ少しず

つ違います。

３つ目の事例は、全庁型に対して「サイト限

定型」で、市民との接触の多い部門で先行取得

した都市です。「職員の意識改革・発想転換ツ

ール」「新しい企画の検証ツール」「経験や慣

れ・勘に頼る業務取り組みからの脱却」「あい

まいな業務手順の明確化・具体化」というねら

いで、市民との接点の多いサービス部門に重点

を置き、限定して取ったということで、これは

群馬県太田市の例です。

４つ目の事例は、議員提案がきっかけのニュ
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ータウン都市、東京都多摩市です。2000年版で

全庁型では初めての取得です。ねらいは、「プ

ラン重視の行政から成果重視への転換」「市民

指向で行政を見直す」「能率原則を確立する」

「第三者の客観的な評価や意見をいただくため」

などで、第三者機関からの定期審査を頼りにし

ているということです。

ほかにも事例がありますが、どれも少しずつ

違いはあるものの、大体似ている感じがします。

その中で、少し変わったところが１か所ありま

す。瀬戸内海の兵庫県洲本市で、ホームページ

に取得のねらいが明確に書いてあります。行政

改革、組織改革の方向は役所の論理で考えられ

やすく、役所の都合のよいものになりがちです

が、国際的で多くの民間企業が採用している基

準によって、改革を進めようというものです。

自分の都合のいいものにしないようにするため、

戒めているということです。

このようなことが本当に全国の自治体に浸透

すれば、すごいことだと思いますが、いろいろ

な事情があって、なかなかそう簡単にはいかな

いということです。

13．ＩＳＯ9000導入の効果・成果

ＩＳＯ9000導入の効果、成果がどんなところ

に現れているか、直接10か所ほどの自治体に伺

いました。定性的・意識的な側面では、「職員

の意識改革が実現した」「発想転換ツールにな

った」「手順が明確化・具体化された」「市民サ

ービス内容が向上した」「前例主義、前年度主

義の弊害が減少した」「トラブルなどの内容を

聞く体制ができた」「必要性、優先性を考える

習慣がついた」ことが挙げられています。

例えばトラブルの内容は、今まではあまり聞

かなかったということです。注意を要するのは、

聞く体制ができたということで、トラブルが解

決したのではありません。ものには順序がある

ので、とりあえずは聞く体制ができただけでも、

大変な進歩だと言われているのです。

また、ＩＳＯは必ず必要性や妥当性を考えな

くてはいけません。それによってＩＳＯでない

場合でも、必要性・優先性を考える習慣がつい

たということで、これは非常に大事なことです。

ただし、実際にこの必要性、優先性だけを考

えると仕事ができないこともあるわけですが、

ＩＳＯのシステムできちんと要求事項にのっと

ってやると、必要性・優先性を考えなければな

らないという効果があります。それがきちんと

できているかを第三者機関から半年に１回、１

年に１回と審査されるわけですから、陳腐化し

ませんし、継続的な取り組みによって、やはり

かなりの成果・効果が期待できます。

次に実際に行政経営から見た具体的なメリッ

トとして最初に出てくる典型的なものは、第三

者評価を実施するシステムです。第三者から定

期的に審査されるという仕組みなので、行政評

価に近い効果があります。行政評価は、実際は

自己評価でやっているので、それだけでは少し

納得できない部分があります。ＩＳＯ9000で第

三者評価を実施するわけですから、行政評価を

やっていることと、同じような効果があると言

っておられるのです。

２つ目に、ＩＳＯ9000の効率性追求の仕組み

が、行政評価の取り組みにリンクしているとい

うことです。行政評価でも効率性を評価するの

で、ＩＳＯ9000と行政評価のリンクがあるので

す。

３つ目に、新しい事業の企画・立案のときに、

妥当性の確認が容易にできるようになったとい

うことです。ＩＳＯ9000では、94年版でも2000
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年版でも、妥当性の確認が要求事項に入ってき

ますから、今までは妥当性の確認をやらずに実

施してしまったものが、ＩＳＯを導入したため

に必ず確認しなければいけなくなり、やりやす

くなったということです。

４つ目は、共通のシステムを導入することで、

自治体合併後の行政効率化に貢献できるという

ことです。これは合併を意識している自治体か

ら出てきた話です。合併は関係ないところにつ

いては、効果・成果ということにはならないと

思いますが、これからはこの部分がかなり多く

出てくるのではないかと思います。

５つ目は、「必要性」や「優先性」を明確に

することで、行政の幹部、つまり経営層の意識

が非常に向上し、二重投資が減少したというこ

とです。ＩＳＯのシステムを使えば、公共工事

にしても必要性・優先性を考えますから、縦割

り行政による二重投資も少なくなり、経営層が

そういう考え方になってきます。

６つ目には、「必要な経営資源」を明らかに

することで、「必要な人事体制」を考えること

が確立されたということです。ＩＳＯの要求項

目の中に、「必要な経営資源を明らかにせよ」

とあり、人、物、金、情報などいろいろありま

すが、それらを活用することによって、年功序

列や順番の人事ではなく、必要な人事体制を考

える習慣が確立されたということです。これも

全国の自治体に浸透すれば非常にいいのですが、

なかなかそうはいかないのが現実です。

14．行政評価取り組み課題への対応とＩＳＯ

9000の活用

先程、行政評価取り組み課題をいろいろ挙げ

ました。ＩＳＯ9000を活用しながら、これらを

どうやって解決していくかは一言ではなかなか

言えませんが、一つの考え方をお話しします。

a市民ニーズ把握や市民満足度測定による事前

評価・事後評価の仕組みが確立されていない。

これは行政評価での非常に深刻な課題です。

この解決方法は、まず課題を明らかにする手順

書を作り、課題解決の計画に必ず市民の意向を

確認、反映させることにします。計画の出発点

を、市民のニーズ把握に置けば、それほど難し

いことではありません。それをＩＳＯで見ると、

「経営者の責任」を確立させるとか、ＩＳＯの

工程管理の仕組みを活用することになります。

ＩＳＯの規格で言うと「７．１　製品実現の

計画」という項目です。これは製造業でいう言

葉のようですが、ＩＳＯではサービスも製品に

含みますから、「行政サービス実現の計画」と

読みかえればいいわけです。また、「７．３

設計・開発」も挙げられています。ＩＳＯ9000

を入れると、こうした要求事項で仕組みを作っ

ていくわけですから、自然にとは言わないまで

も、事前評価・事後評価の仕組みが未確立とい

うことはなくなり、徐々に確立されていきます。

少々難しい提案ではありますが、ＩＳＯ9000を

併せ考えるとこうなります。
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s関係する部門の職員全員参加による取り組み

が不足している。

この課題は94件挙げられています。まずは

「行政評価をやらなければどうなってしまうか」

という、正しい危機感に基づく動機づけが必要

です。民間ではどこでもやっている手法です。

また、ボトムアップ、下からの意見を吸収す

るのは限界がありますから、ボトムアップに頼

っていたのではだめだということも大事な点で

す。

組織横断型での評価への取り組みも必要にな

ります。縦割りで行政評価をやっていると限界

があり、全員参加ではなくなってしまいます。

それから何よりもトップのリーダーシップで、

なぜ行政評価をやるのかをきちんと全職員に徹

底させ、動機づけをさせることが始まりです。

ＩＳＯ9000では「第５章　経営者の責任」に、

リーダーシップとコミットメントについての要

求があります。こういう仕組みを作れば、職員

全員参加による取り組みがないなどということ

は、なくなるはずです。

d行政評価を担当する職員の意識が高まらない。

なぜ高まらないかには、いろいろなケースが

あります。

解決策として、１つは「先進取り組み自治体

との交流」を図ります。それによって意識がだ

んだん変わり、行政評価に積極的に取り組むべ

きだということが、わかってくるのではないか。

また、自治体どうし交流するだけではなく、

「民間の事例の視察」をします。特にサービス

業主体に、民間の事例をよく見ましょう。デパ

ートやスーパーに出向させるなど、いろいろ試

している自治体もあります。

「目標管理システム」は、民間ではよく使わ

れている仕組みですが、自治体には少し難しい

面があり、自治体なりの目標管理システムがま

だ確立されていないという感じです。しかし、

こういう目標管理システムを導入・実施するこ

とで、職員の意識が高まるだろうということで

す。

「人事考課制度に反映させる」ことも解決策

になるでしょう。現在の自治体の仕組みでは、

行政評価の結果を人事考課にストレートに反映

させられないという悩みがあります。もし将来、

人事考課制度が自由に変更でき、行政評価の結

果などを反映させられれば、職員の意識が高ま

らないなどということは絶対ありません。これ

については、ＩＳＯの「第６章　６．２．２

力量、認識及び教育・訓練」にのっとって仕組

みを作ればよいと思います。

f第三者による評価・検証を実施する仕組みが

未確立である。

この課題への対応は非常に簡単です。行政評

価も一次評価、二次評価まではやっていますが、

これは内部の評価です。外部でいろいろな委員

会を作り、評価してもらうこともありますが、

普遍性などで限界があります。その委員の選出、

任期、人数、結果の反映など、いろいろ問題が

出てきます。外部による委員会も含みますが、

学識経験者、行政権威者の人たちは理論的に先

進的ですぐれていても、現実の業務となるとや

はり限界があります。また、透明性の維持、継

続性、公平性などが不可欠で、そういうことを

考えると、絶対とは言いませんが、ＩＳＯの審

査機関による審査の仕組みを活用するのが近道

です。これを第三者評価の機会として活用しま

す。行政評価だけをＩＳＯの審査機関が評価す

ることはないのですが、システム全体の審査を
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チャンスとして活用するということです。この

ように、この課題もＩＳＯ9000を入れれば解決

できます。

g人材不足や多忙な業務との兼任のため活動が

進捗しにくい。

これはどこの自治体も抱えている課題です。

先程の「全員参加」、「職員の意識」という課題

とも関係する問題ですが、これは当事者どうし

では解決できません。太田市のような例は、ま

だまだ例外ではないでしょうか。トップ、組織

の管理者による人材の適正配分、業務分担の取

り決めや適切な進捗管理はどうしても必要です。

ＩＳＯの「第６章　資源の運用管理」という大

きな項目の、「６．２．２　力量、認識及び教

育訓練」の要求に従ってシステムを作れば、こ

ういった悩みもかなり解決されます。一般には

なじみがないですが、ＩＳＯ9004の「６．１．２

考慮すべき課題」には、さらに細かく書いてあ

ります。

hPDCAの考え方による継続的改善の仕組みが

未確立である。

PDCAがまだ浸透しておらず、改善の仕組み

ができていないという課題への対応は、特にＰ

（計画）、Ｃ（チェック・検証）、Ａ（アクショ

ン、先につなげる、改善に移す）の機能を強化

しなければ、継続的改善は難しいです。第１部

で自治体はＰやＤは非常にすぐれているとお話

があり、私ももっともだと思います。ただし、

ＣとＡは少し仕組みが弱いです。これもＩＳＯ

で「経営者の責任　５．６」に「マネジメント

レビュー」があり、「５．６．２」（インプット）

「５．６．３」（アウトプット）に細かく要求事

項が書いてありますから、これをきちんと実行

すれば、継続的改善に必ず結びつく仕組みにな

ります。Ｃ・Ａが特に重要です。

まだまだほかにもいろいろな悩みがあると思

いますが、行政評価の課題をＩＳＯで解決する

と、どうなるかをお話ししました。要求内容ま

ではご説明できませんでしたが、例えばＩＳＯ

9000の導入はしないまでも、これらの2000年版

の精神を導入することだけでもだいぶ違うのだ

ろうと思います。

15．市民満足度向上への取り組みにおける対応

について

CS（Customer Satisfaction）は「顧客満足」

と訳されていますが、自治体における顧客は市

民ですから、これは「市民満足度」です。市民

満足といったときに大多数を占めるのが、生活

者満足です。しかし、生活者だけではなく事業

体や会社、公共機関などいろいろなものが自治

体の中にあるわけで、「市民満足＝生活者満足」

と言うことが多いですが、イコールではありま

せん。

行政評価の大きな目的が市民満足度向上にあ

るとすれば、どのように取り組めばいいのでし

ょうか。

まず、一般企業のＣＳにもいろいろあり、

「マーケティング活動の一環としてのCS」と、

「自社商品のPL対策の一環としてのCS」、つま

りリスク対策があります。「人材育成・組織の

活性化を目的としたCS」、ほかにもいろいろあ

りますが、大きく分けると今のところ民間では

この３つぐらいになります。

CSの戦略的な位置づけを民間ではどうして

いるか、まずビジネスチャンス対応・獲得の

観点で見ると、市場調査、CS（顧客満足度）

把握・測定があり、これは一部共通部分があ
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ります。

リスク回避という観点で見ると、PL対策が

あります。民間ではこのPL、CS、市場調査が

微妙に絡み合っています。民間ではこの三つが

「マーケティング領域」となります。マーケテ

ィングというと、市場調査だけと解釈する人も

いますが、実際にはこの３つの領域にまたがっ

ている訳です。

16．自治体のCS（市民満足）

民間でのCSの戦略的な位置づけを、自治体

で当てはめるとどうなるでしょうか。ビジネス

チャンスは、行政サービスのチャンスに対応し、

リスクの部分は、コンプライアンスや自治体の

責任に対応するなど、いろいろな観点が考えら

れています。

自治体における市民満足は、単純ではありま

せん。例えば一般の市民が、CSで自治体を選

べるでしょうか。アメリカから日本に移住して

くる場合、CSの進んでいる自治体を選ぶ可能

性はありますが、現に住んでいる場合は、不満

足な部分がたくさんあるからといって、すぐ引

っ越しできるわけではありません。市民は必ず

しも、CSで自治体を選べるわけではないので

す。

しかし、一般企業がもしCSで自治体を選ん

だとしたら、どうなるでしょうか。事業拠点の

再編がどんどん進んでいますが、統合・新設の

際に、一般企業はどこの自治体にいくのがいい

か、税金対策やインフラ整備などいろいろなこ

とを考えます。その地域を市場とする企業にと

ってはどうなるか。その地域から人材を調達し

ている企業や組織の場合はどうなるか。自治体

の場合、生活者だけを考えると、市民満足度が

低いからといって、簡単に住み替えてしまうこ

とは難しく、CS以外の理由で引っ越しする方

がまだまだ多いのです。しかし、一般企業はそ

うはいきません。

さらに、インフラ関連の招致・拡充に、CSが

どう影響するでしょうか。交通機関・施設、情

報機関・施設、医療・福祉や教育・文化・芸術

を考えると、生活者満足だけではなくて、幅広

い視点で市民満足度向上を考えることが必要で

す。要は民間だけでなく自治体にも、CSが非常

に大事だということです。

17．公共的サービスのCS調査事例

少しデータが古いのですが、Ｊ．Ｄ．パワー

社（Ｊ．Ｄ．Power & Associates）が行った生

活者満足度調査のデータがあります。その中で、

公共的サービスのＣＳ調査事例を見ますと、公

共サービス全体の平均点の指数が103でした。

103を下回っているサービス、いわば満足度

が低いサービスで一番悪いのは国会で、内閣、

中央官庁、都道府県庁なども悪い方に入ってい

ます。裁判所も悪いほうに入っています。ただ

し、裁判所での顧客満足度というと、被告側と

原告側で立場が違うと解釈も違うでしょう。税

務署も、市民満足度にあまりこたえすぎても問

題があるかもしれません。警察などもあります。

こういうところ自体が、CSを目的としている

か、CSが意識にあるかないかは別にして、調

査の結果では、非常に指数が低いということで

す。低いから悪いという意味でもないのですが、

これが調査の結果です。

市民満足度向上への対応をＩＳＯの要求事項

で見ますが、例えば、顧客満足に関する要求事

項がどれくらいあるでしょうか。ＩＳＯ規格の

第５章、第７章、第８章になりますが、まず第

５章「経営者の責任」の「５．１」「５．２」
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「５．２．２」が、ＣＳでは非常に重要な要求

項目です。必ずしも「顧客満足」という言葉で

はなく、「顧客重視」という言葉も出てきます。

第７章「製品実現」では、主に「７．２．１」

「７．２．２」「７．２．３」で、顧客満足につ

いて要求されています。

第８章「測定、分析及び改善」というところ

には、「８．２．１　顧客満足」と、そのまま

の言葉で出てきます。もちろん日本語に訳した

ものです。「８．４　データの分析」「８．５

改善」とあります。是正処置や予防処置が改善

の部分に入っています。

要求事項は、該当するものすべてではなく、

抜粋・例示ですから、これだけに限定するわけ

ではありません。顧客満足とＩＳＯ9001・2000

年版との関係のある部分を抜き出すと、以上の

ようになります。

CS（顧客満足度）の把握・測定は自由です。

方法については具体的な要求はありません。や

り方は自由ですが、顧客満足度の把握・測定は

しなさいと要求されています。

CSの対応工程をごく簡単に説明しますと、

「ニーズ把握・測定」「ニーズ対応検討」「サー

ビス等推進」「CS把握・測定」という流れにな

ります。市民がどういうことを要求し、欲して

いるのかというニーズに対して、全部こたえる

かどうかはまた別ですが、だれが対応するのか

や、必要性・妥当性、法律・制度、経営資源の

選択などを検討し、実際にサービスを行います。

PDCAでいえば、ニーズ把握・測定、ニーズ対

応検討のあたりがＰ、サービス等推進がＤ、

CS把握がＣで、このあとのＡが抜けています

が、PDCのこういう工程で、CSに取り組めば

完ぺきでしょうということです。

18．CS把握・測定内容に対応した手法

CS把握・測定内容に対応した手法には、ど

のような手法があるでしょうか。個々の問題や

相関関係を把握する手法を挙げます。特定の事

業計画や構想に関するCS把握。進行中のもの

に関するＣＳ把握。特定の問題に関する市民の

CS把握。広く政策や施策に関する市民のCS把

握。市民の関心事、困っていることからのＣＳ

把握。特定の階層に絞った層別のＣＳ把握。特

定の地域のCS把握。このように、いろいろな

手法があります。

実際の留意点ですが、まずは「既存の仕組

み・データ」を活用します。全く新しいCSの

仕組みを作ると、また部署が増える、文書が増

える、人が増える、やり方が変わることになり

ます。ですから、まずは既存の仕組みやデータ

を活用する。わざわざやらなくてもいいことは

たくさんあります。民間事例では、愛用者カー

ド・保証書、クレームカードなどがあります。

既存の仕組み・データがない場合には、「調

査」という手法を使います。調査にもいろいろ

なやり方があります。また、調査ではなく、

「顧客を組織化」して、定期的に情報が入って

くる方法を考えるという手法もあります。

CS把握・測定方法についてアンケートを取

ると、市・区段階ではアンケート、手紙、メー

ル、都道府県では世論調査が非常に多いという

調査結果が出ています。

アンケート調査や世論調査など、個別のやり

方や留意点などは資料で説明しています。モニ

ター制度なども、あまり多くはありませんが、

CS把握としてはよくやられる方法です。グル

ープインタビュー、諮問・委員会などでのCS

の把握もあります。市長へのメールやファック

スも非常に多い。
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当然、これらの方法は全部自力でもできます

し、外部調査機関を活用した方がいい場合もあ

ります。自力推進も、外部調査機関を使うこと

も、メリットばかりではなく、当然デメリット

もありますので、注意して上手に行うことが必

要です。

そのほかいろいろな把握手法があり、アンケ

ート調査で出ているものを見てみます。行政評

価専用にご意見箱を設置している市がありまし

た。市長との懇談会、タウンミーティングもあ

ります。これは小泉総理大臣がタウンミーティ

ングをやりはじめ、評判がよくなったので、自

治体でも増えたのではないかと思います。出前

トーク、市長相談日の設定、よその自治体との

共同研究など、いろいろな方法があります。

注意を要するのは、目的指向が大事だという

ことです。よそでやって評判がいいから、うち

でもやろうというのは、あまりよくありません。

目的をはっきり決めてください。タウンミーテ

ィングなどはムードに影響されるので、ムード

先行に注意してください。あまり評判がよくな

くなると、今度はどこでもやらなくなってしま

い、それでは困るのです。

また、把握した結果の記録、分析・加工が非

常に大事です。世論調査やアンケートの結果を

ただ本にしたり、配るだけではだめで、相手を

考えて分析し、加工してやらなければ使えませ

ん。反映先をよく考えて、CSを把握すること

が大事です。

何よりも大事なのは、CS把握・測定の結果

をどのように反映させたかを市民に報告する、

情報公開することを、根気よく続けていただき

たいのです。これがなければ、正しいCS測定

ができなくなってしまいます。非常に大事なこ

とだと思います。

19．CS把握手法の組み合わせ

今までのＣＳ把握のいろいろな手法は、それ

ぞれの手法にメリット・デメリットがあります

から、単独ではなく、できれば組み合わせてや

ると非常によいと思います。

例えば今ある公園が古くなった、または少子

化や高齢化によって造り替えなくてはいけない

ので改修したいというとき、それを市の一方的

な都合でさっさとやるのではなく、市民満足度

向上を意図する場合には、どうすればいいでし

ょうか。

一つの案ですが、ふだんから世論調査やタウ

ンミーティングなど、いろいろなことをやって

いますし、意見箱、ファックス、メールなどの

いろいろな情報源があります。その中に公園に

関する情報はいろいろあるわけで、それを抽出

してきます。何が一番最初かというと、問題は

いろいろあり自由なのですが、一番お金がかか

らず結論が早く出るということでは、10～15人

ぐらいのグループに直接意見を聞いてしまうこ

とです。そうしますと、どんなアンケートの項

目を設定すればいいか、仮説などがいろいろわ

かります。いきなりアンケートをやると内容が

あまりよくなかったりしますので、まずグルー

プインタビューをして、あらかじめ仮説を作っ

ておきます。アンケートでは、公園の改修につ

いてどんな課題があり、どんな問題があるのか

を、かなりの範囲で明らかにできます。

課題・問題を明らかにしたうえで、これを定

期的にモニタリングします。10人、100人のモ

ニターを決め、期間はいろいろですが、半年、

１年間モニタリングを実施します。それから１

か月に１回、２か月に１回の定点観測調査、先

月こうだったけれども、今月どうなっているか

というパネル調査をします。こういうパネル調
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査やモニタリングをするにも、グループインタ

ビューやアンケートのデータが必要です。いき

なりパネル調査をやっても、いい結果は出ませ

ん。

ものによっては、専門家、経験者、文化人な

どに諮問してみます。こういう全体の過程の中

で、外部調査機関を活用するものもあります。

全体をまるごと外部調査機関に依頼してしまう

ケースもなきにしもあらずですが、それはあま

り賢いやり方ではありません。なるべく自力で

やった方がいいところ、直接知りたいところは

自力でやり、技術的・物量的に難しいところを

外部調査機関に頼み、その結果を活用したり反

映させたりするのです。

公園の改修を実際にやってみるときも、

ＰＤＣＡが大事です。まず計画して、実際に改

修して、チェックして、次にどうするかが重要

です。次の別の公園で取組むときにはどうする

かなど、いろいろなアクションの方法がありま

す。

このようにCS調査・把握にはいろいろあり

ますが、その結果は必ず公表することが肝心で

す。公表するときには、調査の結果、データが

まず必要ですし、どのように活用するか、どの

ように反映するかを、この公表の中に入れなけ

れば意味がありません。今までいろいろ見ます

と、世論調査でもアンケートでも、結果を集計

したりグラフにして見やすくなってはいますが、

結果を公表するだけの方が多いです。市民にと

って必要なのは、「どう活用されたのか、どう

反映されたのか」という情報であり、ものによ

っては実際のデータなどはどうでもいいことも

あります。情報公開の中で特にＣＳを考えると

きには、これが非常に大事な要素になってきま

す。




